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業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおり
であります。

① 当社グループ（当社及び子会社）の取締役、使用人等の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社グループは、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、法

令等の遵守はもとより、企業人として企業理念、社会規範・倫理に則して行動
します。

ⅱ 当社グループの取締役、使用人等が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づい
た行動をとるための行動規範として当社グループの「コンプライアンス規程」
を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育・啓蒙活動を実施
します。

ⅲ 当社グループの役職員にコンプライアンスの徹底を図るため、当社の人材開発
室ならびに総務部がコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、教育及び
周知を行います。

ⅳ 当社グループはコンプライアンス体制の確立を図るため、当社の経営会議にお
いて方針を定め、その方針に基づき、人材開発室ならびに総務部が当社グルー
プの規程やマニュアルの整備さらには教育を実施します。また、重大なコンプ
ライアンス違反が発生した場合には、当社の経営会議において調査・報告及び
再発防止策の審議決定を行います。

ⅴ 当社グループは、当社代表取締役社長直轄の内部監査室を置き、当社グループ
の内部統制システムが有効に機能し、運営されているかを調査し、整備方針・
計画の実行状況を監視します。また、取締役、使用人等による職務の遂行が法
令、定款及び社内規程に違反することなく適切にされているかをチェックする
ため、内部監査室により業務監査を実施し、監査内容を当社代表取締役に報告
します。

ⅵ 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力
との関係遮断及び不当要求への明確な拒絶のための体制を構築するとともに、
警察等の外部専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢
で組織的に対応します。

ⅶ 当社グループは、法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的とし
て、「内部通報制度」を設け、効果的な運用を図ります。

② 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務

の執行に係る重要な文書や情報（電磁的記録を含む。）は、法令、文書管理規程及
び情報セキュリティ規程に従い、適切に保管・管理します。
また、情報の管理については情報セキュリティポリシー、個人情報保護法に関す

る基本方針を定めて対応します。
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③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社グループの事業活動の遂行に関するリスクについては、当社の経営企画部

を中心に、当社グループの連携によるリスクマネジメント体制を基本としま
す。

ⅱ 当社グループ各社は、必要に応じて規程、ガイドライン、マニュアルの制定・
配布等を行い、損失の危険を予防・回避します。

ⅲ リスクが顕在化し、重大な損害の発生が予測される場合は、当社代表取締役社
長が指揮する対策本部を設置し、リスクへの対処・最小化に努めます。

④ 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
ⅰ 当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の規程に基づき、

取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度
に応じた決裁権限等を定め、取締役の職務執行の効率性を確保します。

ⅱ 取締役会については、「取締役会規程」に基づき運営され、毎月１回以上これ
を開催することを原則とします。取締役会では、意思疎通を図るとともに、相
互に業務執行を監督し、必要に応じて顧問弁護士及び監査法人等より専門的な
助言を受けることとします。

ⅲ 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の
適切且つ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針等を策定します。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社グループ各社の業務執行は、法令等の社会規範に則るとともに、一定の意

思決定ルールに基づき行うものとします。
ⅱ 当社は、当社グループ各社の経営方針及び関係会社管理規程等の社内規程に基

づき、当社グループ各社の業務執行を管理・指導します。
ⅲ 具体的には、当社経営企画部が総括し、個別事案については関連性の強い当社

各部門が管理・指導・助言を行うほか、必要に応じ役職員を派遣し、業務の適
正を確保するものとします。

ⅳ 内部監査室は、当社グループ各社の業務の適正について監査を実施します。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項
当面、監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下「監査等委員補助者」とい

う。）を置かない方針である旨を監査等委員会より報告を受けております。ただし、
監査等委員から求められた場合は、監査等委員補助者を設置するものとしておりま
す。
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⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会による当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員補助者は、当該業務に関し取締役（監査等委員である取締役を除く。）

または所属部門長の指揮命令は受けないものとします。

⑧ 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社
の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人等は法定の事項に加え、重要な会議における決議・報告事項を

はじめ、取締役の職務の執行に係る重要な書類を監査等委員会に回付するととも
に、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、直ちに監査等委員会
に対し報告を行います。

⑨ 当社監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等は当社

監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに
適切な報告を行うものとします。

⑩ 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人等が当社監査等委員に対し報告したことを理由

として、不利な取扱いを行わないものとし、その旨を当社グループの取締役（監査
等委員である取締役を除く。）及び使用人等に周知するものとします。

⑪ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他
の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が当該職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした

ときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務等が当該監
査等委員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債
務の処理を行うものとします。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門

性のみならず、独立性を考慮します。
ⅱ 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び当社グループの取締役等と、

情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図りま
す。

ⅲ 監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監
査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。

ⅳ 監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要に応じて、弁護士または公認会計士
等の外部専門家との連携を図ります。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、取締役会で決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、

当社及び子会社の内部統制システムを整備し運用しております。
役職員に対し、規程集（小冊子）を配布し、ルールの周知・徹底を図るとともに、

人材開発室によりコンプライアンス研修を実施するなどコンプライアンス遵守に向
けて全社で取り組んでおります。また、コンプライアンス委員会の開催（年２回）
や内部監査を通じ、コンプライアンスの遵守状況を都度確認し、問題となる事象が
ないことを確認しております。

会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本

方針については、特に定めておりません。
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連結株主資本等変動計算書
（2024年12月１日から2025年11月30日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,209 1,209 22,665 △152 24,931

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △986 △986
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,317 4,317

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 6 30 36
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
(純額)
連結会計年度中の変動額
合計 − 6 3,330 30 3,367

当期末残高 1,209 1,215 25,996 △121 28,298

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 373 △36 2,280 2,616 33 27,581

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △986
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,317

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 36
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
(純額)

337 513 649 1,499 1,499

連結会計年度中の変動額
合計 337 513 649 1,499 − 4,867

当期末残高 710 476 2,929 4,116 33 32,448
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の状況
・連結子会社の数 10社
・連結子会社の名称 LACTO ASIA PTE. LTD.

LACTO USA INC.
LACTO OCEANIA PTY. LTD.
LACTO EUROPE B.V.
LACTO ASIA（M）SDN. BHD.
FOODTECH PRODUCTS（THAILAND） CO.,LTD.
叨克透商貿（上海）有限公司
LACTO PHILIPPINES INC.
株式会社LJフーズ
PT. LACTO TRADING INDONESIA

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数と名称
１社
PT.PACIFIC LACTO JAYA

３．連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち叨克透商貿（上海）有限公司の決算日は12月末日、PT.

LACTO TRADING INDONESIAの決算日は２月末日であり、連結計算書類の作
成に当たっては、連結決算日現在で本決算に準じて実施した仮決算に基づく計算
書類を使用しております。
持分法適用会社のPT.PACIFIC LACTO JAYAの決算日は12月末日であり、連

結計算書類の作成に当たっては、連結決算日現在で本決算に準じて実施した仮決
算に基づく計算書類を使用しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①その他有価証券
市場価格のない株式等以外
のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②棚卸資産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切下げの方法により算定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法を、在外連結子会社は主に定額法
によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定
額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物及び構築物 ４年〜8年
機械装置及び運搬具 ５年〜10年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（５年）に基づいてお
ります。

③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

・使用権資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付に係
る負債の見込み額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認
められる額を計上しております。
なお、退職給付に係る負債は、簡便法によっております。
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②重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負
債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期
中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算
調整勘定に含めて計上しております。

③重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法 為替予約は、繰延ヘッジ処理によっておりま

す。
・ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権・債務
・ヘッジ方針 社内管理規程に基づき、為替相場や金利の市

場変動によるリスクを回避するためにデリバ
ティブ取引を利用しており、投機目的のもの
はありません。

・ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の
変動額の累計額を比較して有効性を判定して
おります。

④収益及び費用の計上基準
当社グループは、主として、乳原料、チーズ、食肉及び機能性食品原料

等の食品の販売を行っております。これらの商品販売については、顧客へ
商品を納入することを履行義務として識別しており顧客が当該商品に対す
る支配を獲得したと認められる時点で当該履行義務が充足されると判断し、
収益を認識しております。
また、顧客への商品販売における当社グループの役割が代理人に該当す

る取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した
純額で収益を認識しております。なお、取引の対価は、履行義務の充足後、
短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれ
ておりません。当社グループが代理人として取引を行っているかの判定に
あたっては、主たる責任の有無、価格裁量権の有無、在庫リスクの有無等
を総合的に判断しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022
年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首
から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。
以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響
はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰

り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、
2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会
計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱
い」の適用）

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取
扱い」（実務対応報告第46号2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用
しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は軽微です。

（連結貸借対照表に関する注記）
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

定期預金 197百万円

② 担保に係る債務
長期借入金 3,090百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 3,519百万円

（3）流動負債「その他」に含まれている契約負債残高
18百万円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
（1）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,021,600株

（2）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年２月26日
定時株主総会 普通株式 487 49 2024年11月30日 2025年２月27日

2025年７月14日
取 締 役 会 普通株式 498 50 2025年５月31日 2025年８月25日
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効 力

発 生 日
2026年２月25日
定時株主総会 普通株式 利 益

剰余金 817 82 2025年11月30日 2026年２月26日

（3）新株予約権に関する事項
当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）
の目的となる株式の数
第２回新株予約権 普通株式 14,200株
第３回新株予約権 普通株式 14,400株

（金融商品に関する注記）
（1）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループは主に乳原料・チーズ、食肉加工品及び機能性食品原料の仕
入・販売事業を行うため、必要な運転資金（主に銀行借入等）を調達しており
ます。デリバティブは、営業債権、債務の発生に伴う為替変動リスクを回避す
るために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
また、一時的な余剰資金は主に流動性が高く安全性の高い金融資産で運用し

ております。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であり、外貨建てのものは為

替の変動リスクに晒されております。デリバティブ取引は、外貨建て営業債務
等に係る為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引等であります。長期
借入金は、経常的に発生する運転資金及び設備投資等に係る資金調達であり、
固定金利による契約となっております。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの

有効性の評価方法等については、「（連結計算書類の作成のための基本となる重
要な事項に関する注記） ４．会計方針に関する事項 （４）その他連結計算書
類の作成のための重要な事項 ③重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

― 11 ―

2026年01月23日 13時07分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



③金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高確認を行うととも
に取引信用保険を付保するなどリスクの低減化を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リ

スクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投
資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半
期ごとに時価の把握を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス
ク）の管理
当社グループは各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金計画を作

成・更新し、流動性リスクを管理しております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 1,605 1,605 −

資 産 合 計 1,605 1,605 −

（1）１年内返済予定の長 期 借 入 金 4,740 4,730 △9

（2）長 期 借 入 金 7,659 7,658 △1

負 債 合 計 12,399 12,388 △11

デリバティブ取引(＊)

①ヘッジ会計が適用されていないもの − − −

②ヘッジ会計が適用されているもの 657 657 −

デリバティブ取引合計 657 657 −
＊デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計
で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

（注）１．現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入
金、コマーシャル・ペーパー及び未払法人税等は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

２．市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

市 場 価 格 の な い 株 式 等 258

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
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レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に
おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債
に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定し
た時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し
た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

1年内返済予定長期借入金及び長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスク
を加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価
に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプ
ットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

デリバティブ取引

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

原則的処理方法

為替予約買建

買掛金
米ドル 17,791 − 924
ユーロ 3,709 − 115
豪ドル 221 − 20
その他 11 − 0

為替予約売建
売掛金米ドル 3,183 − (228)

ユーロ 2,050 − (175)
その他 2 − (0)
合計 26,971 − 657
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（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
区分 当連結会計年度

乳原料・チーズ部門 118,679

食肉食材部門 22,770

機能性食品原料 9,594

乳原料販売部門 22,819

チーズ製造販売部門 6,391

その他 2,561

アジア事業・その他 31,772

顧客との契約から生じる収益 182,816

その他の収益 −

外部顧客への売上高 182,816

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）（4）その他
連結計算書類の作成のための重要な事項 ④収益及び費用の計上基準」に記載の
とおりであります。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高

（単位：百万円）
当連結会計年度

契約負債（期首残高） 2

契約負債（期末残高） 18
契約負債は、主に、商品の引き渡し前に顧客から受け取った前受金であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて
いた額は、２百万円であります。なお、過去の期間に充足した履行義務から、当
連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
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②残存履行義務に配分した取引金額
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がない
ため、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産 3,250円93銭
（2）１株当たり当期純利益 433円18銭
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株主資本等変動計算書
（2024年12月１日から2025年11月30日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 1,209 1,049 160 1,209 10 50 17,106 17,166

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △986 △986

当期純利益 2,871 2,871

自己株式の取得

自己株式の処分 6 6
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − 6 6 − − 1,884 1,884

当期末残高 1,209 1,049 166 1,215 10 50 18,990 19,051

株主資本 評価・換算差額等
新株予約
権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △152 19,432 255 0 256 33 19,722

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △986 △986

当期純利益 2,871 2,871

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 30 36 36
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

300 393 694 − 694

事業年度中の変動額合計 30 1,921 300 393 694 − 2,615

当期末残高 △121 21,354 556 394 950 33 22,338
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③ 棚卸資産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物は
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物及び附属設備 4年〜８年
機械及び装置 10年
器具及び備品 ３年〜15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、
社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零
とする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務の見込み額に基づき、
当事業年度末において発生していると認めら
れる額を計上しております。なお、退職給付
引当金は、簡便法によっております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は、主として、乳原料、チーズ、食肉及び機能性食品原料等の食品の販

売を行っております。これらの商品販売については、顧客へ商品を納入するこ
とを履行義務として識別しており顧客が当該商品に対する支配を獲得したと認
められる時点で当該履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
また、顧客への商品販売における当社の役割が代理人に該当する取引につい

ては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識
しております。なお、取引の対価は、履行義務の充足後、短期のうちに支払い
を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。当社が代
理人として取引を行っているかの判定にあたっては、主たる責任の有無、価格
裁量権の有無、在庫リスクの有無等を総合的に判断しております。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
１）外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

２）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 為替予約は、繰延ヘッジ処理によっておりま

す。
② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権・債務
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③ ヘッジ方針 社内管理規程に基づき、為替相場や金利の市
場変動によるリスクを回避するためにデリバ
ティブ取引を利用しており、投機目的のもの
はありません。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の
変動額の累計額を比較して有効性を判定して
おります。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022
年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から
適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項

ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱
い」の適用）

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取
扱い」（実務対応報告第46号2024年３月22日）を当事業年度の期首から適用して
おります。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響は軽微です。
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（貸借対照表に関する注記）
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

定期預金 197百万円

② 担保に係る債務
長期借入金 3,090百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 160百万円

（3）関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。
短期金銭債権 781百万円
短期金銭債務 2,660百万円

（4）保証債務
①下記の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っておりま
す。

LACTO ASIA PTE. LTD. 626百万円
叨克透商貿（上海）有限公司 269百万円
PT. LACTO TRADING INDONESIA 47百万円

②下記の会社の仕入債務に対して次のとおり債務保証を行っております。
LACTO USA INC. 93百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 1,463百万円
仕入高 44,475百万円
支払手数料 294百万円
受取利息 6百万円
雑収入 6百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 50,493株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 39百万円
未払賞与 127百万円
未払社会保険料 13百万円
棚卸資産評価損 57百万円
退職給付引当金 154百万円
新株予約権 10百万円
関係会社株式 3百万円
長期未払金 11百万円
その他 128百万円

繰延税金資産合計 546百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △255百万円
繰延ヘッジ損益 △174百万円
その他 △7百万円

繰延税金負債合計 △438百万円
繰延税金資産の純額 108百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 LACTO USA
INC.

所有
直接100.0%

当社への
農畜産物等の
売買
役員の兼任

商品の仕入
（注）

24,422 買掛金 1,333

子会社 LACTO ASIA
PTE. LTD.

所有
直接100.0%

当社への
乳製品の製造
及び売買
役員の兼任

商品の仕入
（注）

15,337 買掛金 1,125

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）価格その他の取引条件は、市場価格等を参考に交渉の上で決定しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表
「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産 2,236円97銭
（2）１株当たり当期純利益 288円10銭
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